
（全資金共通）

必 要 書 類 提出対象者

①生活福祉資金申込書（所定様式) ※必ず本人が記入のこと

②収入を証明する書類
・給与所得者 ⇒課税証明書もしくは源泉徴収票 ※転職等により収入
が変動している場合は最近３ヶ月の給料明細書
・自営業者等 ⇒課税証明書または所得税の確定申告書（写）
・年金受給者 ⇒所得税の確定申告書（写）または年金証書（写）

ア．借入申込者および配偶者
※収入がない場合は不要
イ．連帯借受人
ウ．連帯保証人

③住民票（世帯全員分のもの、発行から３ヶ月以内のもの） ア．借入申込者
イ．連帯借受人

（資金種類別に必要な書類）

資金種類 必 要 な 書 類 等

生業費

・事業計画書（所定様式）
・資材、物品等を購入する場合⇒見積書、カタログ、パンフレット等
・免許・資格・許可が必要な場合⇒免許証、営業許可証、届出、承諾書等
・事業において契約等を予定している場合⇒契約内容が確認できる書類

技能習得費
・専修学校等 ⇒在学証明書または入学許可書、授業料等の経費が確認できる書類
・運転免許の場合 ⇒免許取得経費見積書、教習所パンフレット
※生活費の借入を希望する場合は収入支出計画書（所定様式）

障害者自動車購入費 運転免許証（写）、購入予定車の業者発行見積書、カタログ、価格表

福祉費

・結婚費 ⇒挙式費用の見積書、式場の予約証明、家具等の購入見積書
・出産費 ⇒出産費用の見積書、母子手帳（写）
・葬祭費 ⇒葬儀の見積書または請求書、住民票の除票
・転宅費 ⇒業者発行の見積書（敷金等）、転宅先間取図、引越し経費見積書
・機能回復訓練器具等の購入費 ⇒購入予定の訓練器具等の見積書、カタログ
・小規模住宅改修費 ⇒工事計画書（所定様式）、見積書、現地写真、借家は承諾書
・住居設備費 ⇒見積書、カタログ、現地写真、借家は家主等の承諾書
・支度費 ⇒購入予定物品等の見積書、必要な経費が確認できる書類

福祉費(住宅) 工事計画書（所定様式）、工事見積書、現地写真、借家は家主等の承諾書

障害者等福祉用
具購入費 購入する福祉用具の見積書、カタログ

療養費 医師の診断書（所定様式）、その他療養に際し必要な経費が確認できる書類
※生活費希望者は収入支出計画書（所定様式）

修学費
在学証明書（入学予定者は合格通知書、今後受験予定者は受験票）、授業料等の明細が記
載されている入学案内等、その他実習費・通学定期代・部活動費・アパート代等必要な経費
が確認できるもの

その他 障害に関係する資金（障害者自動車購入費等）を申込む場合 ⇒各種障害者手帳（写）

※ いずれも「必要な経費が確認できる書類」が必要です。また、必要に応じて追加書類を提出していただく場合があります。

申込みに際して必要となる書類等（一覧）

介護等費

介護保険法による介護サービスの場合
⇒介護保険証（写）、介護サービスの経費が確認できる書類等
障害者自立支援法による障害福祉サービス
⇒障害者手帳（写）、障害福祉サービス等の経費が確認できる書類等
※生活費の借入を希望する場合は収入支出計画書（所定様式）

災害援護資金 官公署発行が発行する被災証明書、家財道具等を購入する場合は見積書
住宅工事を行う場合は上記住宅資金と同様の書類

就学支度費 合格通知書、入学金、制服･教科書等購入品の見積書等必要な経費が確認できる書類


